
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
チェーンソーを用いて伐倒業務を行っていた被災者が休憩を取りに来ないので、同僚が確認に

行ったところ、伐木の横で、別の腐食した倒木の下敷きになっている被災者を発見した。 

死亡災害発生 
令和６年８月 伐倒業務中 

伐倒の際その他作業中に危険を生ずる 

おそれのあるものを取り除きましょう 

かん木   枝条   つる   浮石 等 

新見労働基準監督署 （R6.11） 

 
枝がらみ 
確認したっけ？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  林道、歩道等の通行路及び周囲の作業者の位置、地形、転

石、風向、風速等を確認すること。 

② 立木の樹種、重心、つるがらみや枝がらみの状態、腐食し

た木の有無、頭上に落下しそうな枯れ枝の有無等を確認する

こと。 

③ 安全な伐倒方向を確認すること。なお、伐倒方向は、斜面

の下方向に対し、45 度から 105 度までの方向を原則と

し、このうち 45 度から 75 度までの間の斜め方向が望ま

しいこと（下図参照）。 

④ かん木、枝条、ササ、つる、浮石等で、伐倒の際その他作

業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。あわ

せて、跳ね返りによる危険が生じる可能性のある立木、枝、

枯損木等についても取り除くことが望ましいこと。 

  チェーンソー作業前のチェック！ 

チェーンソーによる 

伐木等作業の安全に 

関するガイドライン 

 
作業計画の様式もこちらから 

作業計画は 

書面でバッチリ！ 

木材伐出機械等も 

検討しましょう 

 


